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要 旨

本稿は、『恵慶集』の一本に記された断章的な歌がたりを発端に、武官として生涯を終えた源俊実
（1046～1119）の官歴を確認の上、俊実の歌合出詠等の和歌事績を集成し、当該『恵慶集』記載本文
を考証したものである。俊実は、検非違使の別当、また大納言として、政治的活動が伝わり、その和
歌は『金葉和歌集』以下の勅撰集に⚓首入集する。本稿が対象とする本文は和歌⚓首と詞書分、行数
わずかに⚓⚑行分の独自本文で、俊実にまつわる歌話となっている。熊本守雄『恵慶集 校本と研究』
（桜楓社 1978年）、『新編私家集大成』（古典ライブラリー Web版）の『恵慶集』解題に全文が載るが、
これまで特に論じられていない。前半は俊実が少将であった時、後半は検非違使の別当であった時の
ことを記す。なお⚓首のうち⚑首は『後拾遺和歌集』雑三巻軸歌の上東門院中将の作であり、同集詞
書とは異なる詠作事情を示すことからこの点にも考察を加えた。
詞書中に「歌を好み給ふ」と記される俊実は、当意即妙に女に歌を詠み、盗人の歌才により罪を免

ずる別当として描かれる。俊実の一面を活写した歌物語的な詞書からは、残された歌数は多くはない
が公卿として堀河天皇歌壇に列した俊実の姿が浮かび上がる。

キーワード：源俊実、『後拾遺和歌集』、上東門院中将、『恵慶集』

Abstract

Given the literarily fragmented Japanese poetries described in ‘Egyoushu’, this manuscript collected the
achievements of waka poem by Minamoto-no-Toshizane (1046-1119), who lived out as his life as a military
officer, and the collection includes waka poems written at the Uta-awase. Also, this study ascertained his official
history, and investigated the part of ‘Egyoushu’.

Political activities of Toshizane, as a political and judicial chief or a chief councillor of state, was conveyed, and
3 pieces of corresponding waka poems was collected in ‘Kinyou-wakasyu’, ‘Senzai-wakasyu’ and ‘Shintyokusen-
wakasyu’, one by one.

The main documents highlighted in this study are 3 pieces of waka poems and lyrics, being comprised of only
31 lines, have never been discussed, while all documents were shown in “Text and study on ‘Egyoushu’ ” (by
Morio Kumamoto, Oufuusya, 1978) and a commentary on ‘Egyoushu’ by ‘Shikasyu-taisei’.

This part has the extraordinarily unique content and the poetry story about Toshizane. The documents deals
with the period during Toshizane was a young officer and a political and judicial chief, in the former and the
latter part of it, respectively.

Meanwhile, one of those 3 pieces was shown in ‘Goshui-wakasyu’ as the last waka poem of a volume ‘Zou 3’,
which was written by Joutoumonin-no-tyujou, and the author added some discussion because that exhibits
distinct situations of writing poems from those of the lyrics.

Toshizane, portrayed as the man who loved waka poems in the lyrics, was described as a political and judicial
chief who wrote the love waka poems with readiness of wit and declared a thief not guilty because he wrote
remarkable waka poems.

The lyrics, which described vividly an aspect of Toshizane, highlighted his appearance that he joined the poem
circles of Emperor Horikawa although he only wrote a few waka poems.

Keywords : Minamoto-no-Toshizane, ‘Goshui-wakasyu’, Joutoumonin-no-tyujou, ‘Egyoushu’



は
じ
め
に

本
稿
は
、『
恵
慶
集
』
の
一
本
に
記
さ
れ
た
本
文
を
発
端
に
、
武
官
と
し
て
生
涯

を
終
え
た
一
公
卿
源
俊
実
の
歌
合
出
詠
等
の
和
歌
事
績
を
集
成
し
、
当
該
の
『
恵
慶

集
』
記
載
本
文
を
考
証
、
読
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

俊
実
は
、
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）
生
ま
れ
、
没
年
は
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）、

検
非
違
使
の
別
当
と
し
て
、
ま
た
大
納
言
と
し
て
、
古
記
録
類
に
政
治
的
活
動
が
多

く
残
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
勅
撰
集
に
は
三
首
入
集
す
る
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
俊
実
の
名
を
含
む
歌
集
本
文
が
、
関
西
大
学
岩
崎
美
隆
文
庫
本
『
恵
慶
集
』

巻
末
に
存
す
る
。
元
は
別
の
歌
集
の
一
部
で
あ
っ
た
か
と
お
ぼ
し
き
当
該
部
分
は
和

歌
三
首
と
詞
書
分
、
行
数
に
し
て
わ
ず
か
に
三
一
行
分
で
あ
る
が
、
他
に
は
見
え
な

い
独
自
本
文
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
熊
本
守
雄
『
恵
慶
集

校
本
と
研
究
』（
桜
楓

社

一
九
七
八
年
）
が
「
他
本
か
ら
の
混
入
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
紹
介
し
、『
私

家
集
大
成
』
の
同
集
解
題
（
熊
本
氏
執
筆
）
に
も
全
文
が
載
る
が
、
こ
れ
ま
で
特
に

論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
は
、
当
該
部
分
は
恵
慶
（
生
没
年
未
詳
、
天

徳
二
～
三
年
（
九
五
八
～
九
）
頃
か
ら
、
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
頃
ま
で
活
躍
）
と

の
接
点
が
確
認
で
き
な
い
本
文
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
恵
慶
研
究
の
側
か
ら

は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
そ
も
そ
も
当
該
本
自
体
の
系
統
上
の
位
置
づ
け
が

明
確
で
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

現
時
点
に
お
い
て
、
三
一
行
分
が
『
恵
慶
集
』
巻
末
に
混
入
し
た
理
由
や
過
程
は

不
明
で
あ
る
。
が
、
稿
者
は
当
該
『
恵
慶
集
』
が
中
世
に
存
在
し
た
私
家
集
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
流
れ
を
汲
む
一
本
と
し
て
信
頼
で
き
る
本
文
を
も
つ
と
考
え
て
い
る
（
1
）。

よ
っ
て
同
集
に
含
ま
れ
る
当
該
部
分
も
ま
た
不
審
な
混
入
本
文
と
し
て
退
け
る
こ
と

な
く
、
以
下
、
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。

当
該
部
分
は
『
恵
慶
集
』
末
尾
の
百
首
歌
部
分
に
続
い
て
二
首
の
増
補
歌
が
配
さ

れ
た
後
に
記
さ
れ
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
金
沢
市
立
中
村
記
念
美
術
館
本
に
は

見
え
ず
「
他
本
か
ら
の
増
補
歌
」
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
（
2
）、
集
末
尾
に
は
他
書
の
記

載
が
書
き
付
け
ら
れ
本
文
化
す
る
現
象
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
首
に
連

続
し
て
記
さ
れ
る
当
該
部
分
は
、
和
歌
以
外
を
二
字
下
が
り
の
詞
書
と
し
て
記
す
。

和
歌
と
詞
書
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
始
め
と
字
高
は
こ
こ
ま
で
の
本
文
と
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
当
該
部
分
の
前
に
は
空
行
も
な
く
、
既
に
当
該
本
の
親
本
以
前
の
段
階
で

記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
書
写
者
は
一
続
き
の
本
文
と
し
て
当
該
部
分

を
特
に
区
別
す
る
こ
と
な
く
書
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
末
尾
は
四
行
分
の
空
白
を
残

し
改
丁
し
、
次
丁
に
奥
書
が
記
さ
れ
る
（
3
）。
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「
歌
を
好
み
給
ふ
」
検
非
違
使
の
別
当
、
源
俊
実

藏

中

さ
や
か



当
該
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
改
行
位
置
と
漢
字
仮
名
の
別
は
『
恵
慶
集

校

本
と
研
究
』
で
、
ま
た
漢
字
仮
名
の
別
は
『
私
家
集
大
成
』
同
集
解
題
に
掲
載
さ
れ」

る
本
文
で
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
鑑
賞
本
文
の
形
に
整
え
、
丁
切
れ
を
」

で
示
し
掲
げ
る
。

（『
恵
慶
集
』
末
尾
六
行
分
に
続
き
）

あ
る
少
将
の
女
を
お
も
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
た
え
に
け
れ
ば
、
女
、
少
将
の
も
と

へ
文ふ

み

や
り
け
り
、
使つ

か

ひ
も
て
違た

か

へ
て
、
俊と

し

実さ
ね

の
前さ

き

の
大
納
言
の
少
将
に
て
あ
り

」

け
る
折お

り
、
そ
こ
」
へ
も
て
行い

き
た
り
け
れ
ば
、
と
ら
せ
て
見
け
る
に
、
艶え

ん

な

る
紙か

み

に
をお

か
し
げ
な
る
手て

に
て
か
く
書か

き
た
り

お
も
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山や

ま

里さ
と

の
か
け
ひ
の
水
の
心こ

ゝ
ろぼ

そ
さ
を

お
も
ひ
ま
は
せ
ど
も
、
お
こ
す
（
4
）べ
き
人
も
お
ぼ
え
ざ
り
け
れ
ば
、
た
だゝ
に
あ
ら

む
や
は
と
て
、
を
し
あ
て
に

」

た
え
だ
え

〳
〵

に
な
り
ゆ
く
ほ
ど
とゝ
聞き

く
か
ら
に
お
も
ひ
ぞ
か
く
る
谷た

に

の
細ほ

そ

水み
つ

」

お
な
じ
大
納
言
、
検け

非ひ

違ゐ

使し

の
別
当
に
て
あ
り
け
る
こ
ろ
、
馬
盗ぬ

す

み
た
る
者も

の

捕と

ら
へ
て
、
率ゐ

て
参ま

い

り
た
る
に
、
罪つ

み

の
重お

も

か
り
け
れ
ば
、
重お

も

く
戒い

ま
しめ

よ
と
言い

ひ
け

れ
ば
、
責せ

め
殺こ

ろ

さ
む
と
し
け
る
に
、
此
盗ぬ

す

人
、
別
当
の
侍

さ
ふ
ら
ひ

男を
の
こ

を
ひ
と
り
か

ま
へ
て
呼よ

び
よ
せ
て
、
か
く
申
さ
せ
給
へ
と
て

」

馬む
ま

に
は
め
野の

辺へ

の
草く

さ

葉は

も
な
か
る
ら
む
露つ

ゆ

の
命い

の
ちを

何な
に

にゝ
宿や

と

さ
む
」

と
言い

ひ
け
る
を
、
侍

さ
ふ
ら
ひ

申
つ
ぎ
け
れ
は
、
別
当
、
さ
る
身み

の
程ほ

と

に
て
か
く
申
あ

げ
む
（
5
）と
お
も
ひ
つ
ら
む
心こ

ゝ
ろば

へ
あ
は
れ
な
り
と
て
許ゆ

る

し
て
け
り
、
此
別
当
は
哥

を
好こ

の

み
給
ふ
と
聞き

きゝ
て
、
か
く
も
盗ぬ

す

人
は
詠よ

め
る
な
る
べ
し
、
下け

の
勝か

つ
な
り

」

（
四
行
分
空
白
）」

（
次
丁
オ
に
奥
書
）

本
文
中
に
恵
慶
は
登
場
せ
ず
、
俊
実
に
ま
つ
わ
る
歌
話
と
な
っ
て
い
る
。
前
半
は

俊
実
が
少
将
で
あ
っ
た
時
、
後
半
は
検
非
違
使
の
別
当
で
あ
っ
た
時
の
こ
と
を
歌
語

り
風
の
筆
致
で
描
き
、
詳
細
な
詞
書
を
も
つ
歌
集
か
ら
の
抜
書
で
あ
ろ
う
か
と
想
像

さ
れ
る
。
な
お
「
お
も
ひ
や
れ
」
歌
は
『
後
拾
遺
集
』
雑
三
巻
軸
の
上
東
門
院
中
将

歌
と
同
一
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
女
」
と
あ
り
、
同
集
詞
書
と
は
異
な
る
詠
作
事

情
を
示
す
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。

以
下
の
本
稿
で
は
、
和
歌
引
用
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
他

本
に
よ
る
場
合
は
、
個
別
に
記
す
。
ま
た
萩
谷
朴
『
新
訂
増
補
平
安
朝
歌
合
大
成
』

（
同
朋
舎

一
九
九
五
年
）
は
『
歌
合
大
成
』
と
い
う
略
称
に
よ
り
示
す
。

一
当
該
本
文
が
俊
実
の
事
績
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
意
味
合

い
も
含
め
、
俊
実
と
い
う
人
物
の
官
歴
を
紐
解
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

「
は
じ
め
に
」
に
も
記
し
た
通
り
、
俊
実
は
、
永
承
元
年
生
ま
れ
、
没
年
は
元
永

二
年
で
、
享
年
七
十
四
歳
、
極
官
は
正
二
位
権
大
納
言
。
醍
醐
源
氏
で
故
治
部
卿
隆

俊
卿
一
男
、
母
は
但
馬
守
源
行
任
女
で
あ
っ
た
。
同
腹
の
姉
か
と
推
定
さ
れ
る
（
6
）隆
子

は
右
大
臣
顕
房
室
と
な
り
、
そ
の
女
賢
子
（
一
〇
五
七
年
生
ま
れ
）
は
白
河
中
宮
と

し
て
後
の
堀
河
天
皇
や
郁
芳
門
院
等
五
人
を
産
ん
だ
。
こ
う
し
た
背
景
に
よ
り
、
俊

実
は
堀
河
天
皇
周
辺
、
顕
房
に
連
な
る
人
脈
内
、
特
に
郁
芳
門
院
（
媞
子
内
親
王
）

存
命
中
は
そ
の
院
司
と
し
て
の
活
動
が
顕
著
で
あ
る
。

俊
実
は
、
承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
正
月
に
三
十
五
歳
で
正
四
位
下
参
議
を
任
じ

ら
れ
て
い
る
。
同
年
の
『
公
卿
補
任
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

正
四
位
下
源
俊
実
卅
五

正
月
廿
八
日
任
右
兵
衛
督
如
元
十
一
月
三
日
従
三
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位
自
左
大
臣
堀
河
亭
入

御
内
裏
賞
左
大
臣
譲

故
治
部
卿
隆
俊
卿
一
男

母
但
馬
守
源
行
任
女

康
平
二
正
五
従
五
下
兵
同
三
十
一
十
六
因
幡
権
守
同
四
十
二
―
刑
部
権
大
輔
同
五
正

卅
遷
左
衛
門
佐
同
七
正
六
従
五
上
佐
三
月
四
日
右
少
将
同
八
三
廿
九
兼
美
作
介
治
暦

三
正
五
正
五
下
少
将
同
四
七
廿
一
従
四
下
御
即
位

延
久
三
十
二
廿
六
従
四
上
上
東
門
院

去
年
御
給
同

六
正
廿
八
正
四
下
父
隆
俊
卿
譲

造
八
省
行
事
賞
承
保
二
正
廿
八
左
馬
頭
同
十
二
月
十
五
補
蔵
人
頭
卅

同
四
正
廿
九
讃
岐
権
守
承
暦
三
十
―
遷
右
兵
衛
督
同
四
正
廿
八
任
三
木
右
兵
衛
督
如
元

『
尊
卑
分
脉
』、
奥
田
著
書
等
も
参
考
に
略
系
図
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
公
卿
補
任
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
そ
の
官
位
は
順
調
に
昇
進
し
、
因
幡
権
守
や
左

衛
門
佐
等
を
経
て
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
三
月
か
ら
右
少
将
に
な
り
、
翌
八
年
三

月
に
は
美
作
介
を
兼
任
し
た
。
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
正
月
に
「
正
五
位
下
少
将
」

と
あ
り
、
そ
の
後
、
翌
四
年
（
一
〇
六
八
）
七
月
に
は
従
四
位
下
、
延
久
三
年
（
一

〇
七
一
）
十
二
月
に
は
従
四
位
上
と
な
る
。
承
保
二
年
（
一
〇
七
五
）
に
は
正
月
に

左
馬
頭
、
十
二
月
正
四
位
下
蔵
人
頭
に
補
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
正
月
ま
で
右
少
将
で

あ
っ
た
（
7
）。
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
十
月
に
右
兵
衛
督
に
遷
り
、
翌
四
年
（
一
〇
八

〇
）
正
月
参
議
に
任
じ
ら
れ
た
後
も
右
兵
衛
督
は
継
続
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
永
保
二
年
（
一
〇
八
二
）
に
播
磨
権
守
を
、
さ
ら
に
翌
三
年
か
ら
は
大マ

マ

皇
大
后
宮
権
大
夫
も
兼
任
し
、
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
十
一
月
に
は
別
当
と
記
載

さ
れ
る
こ
と
か
ら
右
兵
衛
督
別
当
に
着
任
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
翌
四
年
十

一
月
に
は
正
三
位
に
叙
さ
れ
播
磨
か
ら
近
江
の
権
守
と
な
り
、
寛
治
三
年
（
一
〇
八

九
）
正
月
に
は
右
兵
衛
督
か
ら
左
兵
衛
督
に
転
じ
、
翌
四
年
（
一
〇
九
〇
）
に
は
太

皇
大
后
権
大
夫
左
兵
衛
督
別
当
と
な
っ
た
。
同
五
年
（
一
〇
九
一
）
正
月
に
は
参
議

か
ら
権
中
納
言
に
な
り
、
同
七
年
正
月
に
大
原
野
行
幸
行
事
追
賞
に
よ
り
従
二
位
に

叙
さ
れ
こ
の
時
、
左
兵
衛
督
別
当
で
あ
っ
た
。『
中
右
記
』
に
は
嘉
保
元
年
（
一
〇

九
四
）
十
一
月
に
検
非
違
使
別
当
の
辞
状
を
奉
る
も
返
付
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
。
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
十
二
月
に
は
右
衛
門
督
と
な
っ
た
。
し
か
し
翌
年
十

月
「
依
病
辞
督
別
当
権
大
夫
等
」
と
見
え
、
承
徳
三
年
（
一
〇
九
九
）
十
二
月
に
亡

父
と
同
じ
治
部
卿
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
は
職
の
記
載
が
な
い
。
こ
の
間
、『
中
右
記
』

承
徳
元
年
（
一
〇
九
七
）
一
月
三
十
日
条
に
権
中
納
言
大
江
匡
房
が
疾
の
た
め
豊
受

大
神
宮
遷
宮
上
卿
を
辞
し
、
権
中
納
言
源
俊
実
が
代
わ
り
に
補
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た

同
八
月
二
十
四
日
条
に
は
俊
実
も
「
依
病
悩
辞
退
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
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康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
に
正
二
位
と
な
り
、
同
四
年
（
一
一
〇
二
）
に
は
中
納

言
と
な
っ
た
。
治
部
卿
の
職
は
長
治
三
年
（
一
一
〇
六
）
十
二
月
に
権
大
納
言
に
転

じ
る
ま
で
続
き
、
そ
の
後
、
職
の
記
載
な
く
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
正
月
に
辞
退

の
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
以
降
、
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
六
月
に
七
十
四
歳
で
薨
ず

る
ま
で
散
位
と
な
る
。
権
大
納
言
を
辞
す
る
際
、「
以
男
忠
高
申
任
美
乃
守
」
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
子
息
に
後
を
託
し
て
引
退
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以

上
の
よ
う
に
、
俊
実
は
衛
府
に
お
い
て
武
官
と
し
て
の
道
を
歩
み
、
極
官
は
権
大
納

言
、
父
と
同
じ
治
部
卿
も
経
験
し
た
。

『
大
日
本
史
料
』
元
永
二
年
六
月
八
日
条
所
引
『
朝
野
群
載
』（
神
宮
文
庫
所
蔵
旧

林
崎
文
庫
本
）
七
「
返
上
給
封
申
改
給
他
国
」
の
後
に
続
け
て
詳
細
に
集
成
さ
れ
る
（
8
）

通
り
、
俊
実
は
、
公
卿
と
し
て
多
く
の
公
的
行
事
に
参
加
し
、
そ
の
政
治
的
足
ど
り

は
『
中
右
記
』
や
『
為
房
卿
記
』
等
の
古
記
録
か
ら
も
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
検
非
違
使
の
別
当
と
し
て
『
大
日
本
史
料
』
に
は
次
の
記
事
が
あ
る
。『
為
房

卿
記
』
寛
治
元
年
（
一
〇
八
七
）
五
月
二
十
九
日
条
の
「
院
召
使
を
凌
轢
せ
る
に
依

り
て
、
皇
后
宮
大
進
橘
以
綱
を
弓
場
に
拘
す
、
尋
で
、
院
宣
を
下
し
て
、
其
罪
を
赦

す
」
と
い
う
記
事
に
よ
れ
ば
、
右
兵
衛
督
検
非
違
使
の
別
当
で
あ
っ
た
俊
実
は
、
院

司
を
凌
礫
し
た
こ
と
で
弓
場
に
拘
禁
さ
れ
た
橘
以
綱
の
赦
免
を
伝
え
た
。
ま
た
同
年

六
月
二
十
一
日
条
に
は
「
別
当
右
兵
衛
督
」（
俊
実
）
が
「
今
夜
被
免
未
断
軽
犯
囚
人
」

「
付
予
奏
勘
状
」
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
寛
治
五
年
四
月
十
八
日

条
の
『
百
練
抄
』
や
『
十
三
代
要
略
』
の
記
事
「
検
非
違
使
別
当
源
俊
実
、
検
非
違

使
中
原
範
政
を
凌
礫
せ
る
に
依
り
て
、
其
職
を
停
む
、
尋
で
、
之
を
還
補
す
」
に
よ

り
、
検
非
違
使
の
別
当
で
あ
っ
た
俊
実
自
身
が
凌
轢
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
も
伝
え

ら
れ
る
。

さ
ら
に
染
井
千
佳
「
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
半
ば
に
お
け
る
武
官
の
追
捕
」（『
お

茶
の
水
史
学
』
第
五
七
号

二
〇
一
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治

二
年
（
一
〇
八
八
）
六
月
二
十
日
条
で
検
非
違
使
の
別
当
と
し
て
沙
汰
し
た
こ
と
や

『
同
』
寛
治
六
年
（
一
〇
九
二
）
七
月
二
十
五
日
条
で
牛
飼
の
相
論
を
沙
汰
し
た
こ

と
等
が
確
認
で
き
る
。

政
治
上
で
は
『
続
古
事
談
』
等
に
も
載
る
（
9
）承
暦
四
年
（
一
〇
八
〇
）
閏
八
月
の
高

麗
と
の
外
交
事
件
の
際
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
重
病
の
高
麗
王

文
宗
の
治
療
の
た
め
丹
波
雅
忠
の
招
来
を
願
う
高
麗
に
対
し
て
、
日
本
は
書
状
の
文

言
の
非
礼
等
に
よ
り
派
遣
を
見
送
っ
た
。
こ
れ
は
経
信
の
発
言
「
高
麗
の
王
、
悪
瘡

や
み
て
し
な
ん
、
日
本
の
た
め
に
な
に
く
る
し
」
に
よ
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
が
、
実

際
に
は
俊
実
が
述
べ
た
「
仍
不
遣
何
事
之
有
歟
」
に
近
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
10
）。

文
学
作
品
で
は
、『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
九
「
布
引
の
滝
」
に
承
保
四
年
（
一
〇

七
七
）
二
月
十
七
日
源
師
房
が
薨
じ
た
時
の
記
事
に
そ
の
名
が
見
え
る
。
師
房
は
薨

去
直
前
に
太
政
大
臣
に
任
じ
ら
れ
、
宣
命
は
薨
去
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
そ
の
勅

使
は
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
俊
実
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
扶
桑
略
記
』
に
も
記
さ
れ
る
。

ま
た
『
十
訓
抄
』
六
ノ
十
一
の
顕
基
の
逸
話
の
中
に
も
そ
の
名
が
見
え
る
。
顕
基

は
頼
通
と
の
対
面
の
の
ち
、
頼
通
の
去
り
際
に
「
俊
実
は
不
覚
の
者
な
り
」
と
告
げ

た
と
い
う
。
同
話
は
『
古
事
談
』
巻
一
に
も
見
え
、「
不
覚
の
者
」
の
用
例
と
し
て

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
も
採
ら
れ
る
が
、
俊
実
は
顕
基
出
家
の
時
は
ま
だ
生
ま
れ

て
い
な
い
と
い
う
指
摘
や
顕
基
子
の
資
綱
の
こ
と
と
す
る
説
が
あ
る
（
11
）。
仮
に
俊
実
で

あ
る
と
し
て
も
「
不
覚
の
者
」
と
す
る
本
文
の
意
は
理
解
し
が
た
い
。

以
上
、
俊
実
の
略
歴
や
和
歌
を
除
く
文
学
作
品
に
載
る
事
績
を
略
述
し
た
。
特
に

官
歴
か
ら
は
、
実
在
の
俊
実
が
、
当
該
本
文
前
半
の
「
前
の
大
納
言
の
少
将
に
て
あ
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り
け
る
折
り
」、
後
半
の
「
お
な
じ
大
納
言
、
検
非
違
使
の
別
当
に
て
あ
り
け
る
こ

ろ
」
と
い
う
表
現
に
該
当
す
る
官
職
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。「
少
将
」
で
あ
っ
た
の
は
康
平
七
年
三
月

以
降
左
馬
頭
に
転
じ
る
ま
で
、
一
〇
六
四
年
三
月
か
ら
一
〇
七
五
年
正
月
ま
で
の
こ

と
と
な
ろ
う
。
一
方
、「
検
非
違
使
の
別
当
」
は
、
一
〇
八
六
年
十
一
月
か
ら
一
〇

九
六
年
十
月
ま
で
の
十
年
ほ
ど
の
間
の
こ
と
と
な
る
。
当
該
本
文
の
前
半
は
二
〇
代

か
ら
三
〇
代
に
か
け
て
、
後
半
は
四
〇
代
か
ら
五
〇
代
に
か
け
て
の
こ
と
を
述
べ
た

も
の
、
と
い
う
大
ま
か
な
年
齢
的
枠
取
り
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
当
該
本
文
で

用
い
ら
れ
る
「
前
の
大
納
言
」
と
い
う
呼
称
よ
り
、
そ
の
執
筆
時
期
が
、
俊
実
が
権

大
納
言
を
辞
し
た
一
一
一
一
年
正
月
を
遡
る
こ
と
は
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
（
12
）。

二
続
い
て
「
哥
を
好
み
給
ふ
」
と
さ
れ
る
俊
実
の
和
歌
事
績
を
集
成
す
る
。

俊
実
の
和
歌
は
勅
撰
集
に
三
首
入
集
し
、『
後
拾
遺
集
』
哀
傷
の
詞
書
に
そ
の
名

が
見
え
る
。
ま
た
歌
合
へ
の
参
加
も
認
め
ら
れ
る
（
13
）。
順
次
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
詞
書
に
そ
の
名
が
含
ま
れ
る
『
後
拾
遺
集
』
哀
傷
の
一
首
を
示
す
と
次
の
通

り
で
あ
る
。

右
兵
衛
督
俊
実
こ
に
お
く
れ
て
な
げ
き
侍
け
る
こ
ろ
と
ぶ
ら
ひ
に
つ
か

は
し
け
る

右
大
臣
北
方

五
五
四
い
か
ば
か
り
さ
び
し
か
る
ら
ん
こ
が
ら
し
の
ふ
き
に
し
や
ど
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ

右
大
臣
は
源
顕
房
の
こ
と
を
指
す
。
顕
仲
、
国
信
の
父
で
『
今
鏡
』
に
「
歌
よ
み
」

と
記
さ
れ
、
歌
合
主
催
者
、
判
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
そ
の
北
の
方
は
前
節
の
系

図
に
示
し
た
よ
う
に
俊
実
の
姉
で
あ
っ
た
。
子
を
失
っ
た
俊
実
の
心
中
を
肉
親
と
し

て
思
い
遣
る
こ
の
和
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
時
期
は
、
右
兵
衛
督
と
な
っ
た
承
暦
三
年
十

月
以
降
『
後
拾
遺
集
』
成
立
ま
で
の
時
期
と
な
る
（
14
）。

さ
て
以
下
で
は
俊
実
自
身
の
詠
作
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

『
金
葉
集
』
二
奏
本
賀
部
に
は
次
の
一
首
が
あ
る
。

堀
河
院
御
時
中
宮
は
じ
め
て
わ
た
り
お
は
し
ま
す
時
、
松
契
遐
年
と
い

へ
る
事
を
よ
め
る

大
納
言
俊
実

三
〇
七
み
づ
の
お
も
に
ま
つ
の
し
づ
え
の
ひ
ち
ぬ
れ
ば
ち
と
せ
は
い
け
の
こ
こ
ろ
な

り
け
り

同
集
初
度
本
で
は
四
四
二
「
堀
川
院
御
時
、
中
宮
遷
御
堀
川
院
に
時
、
松
契
遐
年

と
い
へ
る
事
を
よ
め
る

大
納
言
俊
実
」、
第
三
句
「
い
り
ぬ
れ
ば
」、
同
集
三
度
本

で
は
三
一
二
「
堀
河
院
御
時
中
宮
堀
河
院
つ
く
り
て
は
じ
め
て
わ
た
ら
せ
た
ま
ひ

て
、
松
契
遐
年
と
い
へ
る
こ
と
を
つ
か
う
ま
つ
れ
る

権
中
納
言
俊
実
」
と
あ
る
。

同
歌
は
『
和
歌
一
字
抄
』
下
に
、「
契
」
八
四
一
「
俊
実
卿
」、「
作
」
八
四
七
「
俊

実
朝
臣
」
と
し
て
次
の
本
文
で
重
出
す
る
（
八
四
一
は
第
三
句
「
み
ち
ぬ
れ
ば
」）。

松
契
遐
年

水
の
面
に
松
の
し
づ
え
の
ひ
ち
ぬ
れ
ば
千
年
は
池
の
心
な
り
け
り

和
歌
が
詠
じ
ら
れ
た
の
は
、『
中
右
記
』
に
見
え
る
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
四

月
二
十
四
日
中
宮
御
所
堀
河
殿
和
歌
管
絃
御
会
の
時
か
と
想
定
さ
れ
、『
顕
季
集
』

『
散
木
奇
歌
集
』
に
同
時
詠
が
あ
る
（
15
）。

ま
た
『
千
載
集
』
春
下
に
は

山
家
落
花
と
い
へ
る
心
を
よ
み
侍
り
け
る

前
大
納
言
俊
実

一
〇
一
花
の
み
な
ち
り
て
の
の
ち
ぞ
山
ざ
と
の
は
ら
は
ぬ
庭
は
み
る
べ
か
り
け
る

が
入
集
す
る
。
当
時
の
呼
称
は
詠
者
名
表
記
に
よ
れ
ば
「
前
大
納
言
俊
実
」
で
あ
る
。
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『
新
勅
撰
集
』
恋
二
に
は
、
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
閏
五
月
二
日
、
七
日
堀
河

院
艶
書
合
（『
歌
合
大
成
』
二
四
四
）
で
の
次
の
贈
答
が
採
歌
さ
れ
る
。

堀
河
院
、
女
房
の
艶
書
を
め
し
け
る
に
、
よ
み
侍
り
け
る

堀
河
院
中
宮
上
総

七
三
六
つ
ら
し
と
も
い
さ
や
い
か
が
は
い
は
し
み
づ
あ
ふ
せ
ま
だ
き
に
た
ゆ
る
心
は

返
し

前
大
納
言
俊
実

七
三
七
世
世
ふ
と
も
た
え
じ
と
ぞ
お
も
ふ
神
が
き
や
い
は
ね
を
く
ぐ
る
水
の
心
は

ま
だ
十
分
に
逢
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
間
に
絶
え
た
男
へ
の
恋
心
を
詠
む
上

総
歌
に
対
し
、
俊
実
は
、
時
代
を
経
て
も
絶
え
な
い
石
清
水
の
神
垣
の
岩
根
の
下
を

潜
る
水
の
よ
う
に
絶
え
る
こ
と
な
き
心
を
返
歌
に
こ
め
る
（
16
）。

同
歌
合
は
歌
会
的
形
式
で
行
わ
れ
た
特
殊
な
催
し
で
、
各
日
と
も
に
十
番
二
十

首
、
二
日
の
読
人
は
男
方
が
、
藤
原
公
実
、
源
国
信
、
藤
原
忠
教
、
源
俊
頼
等
七
名
、

女
方
は
周
防
内
侍
、
郁
芳
門
院
大
進
等
十
名
で
、
七
日
に
は
男
方
に
三
名
が
加
わ
っ

て
い
る
。
男
方
の
作
者
名
に
つ
い
て
は
、
官
位
順
配
列
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

史
実
と
し
て
の
官
職
と
は
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
『
歌
合
大
成
』
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

俊
実
の
作
に
つ
い
て
見
る
と
、
右
の
『
新
勅
撰
集
』
入
集
歌
が
二
四
番
歌
で
作
者

名
は
「
刑
部
卿
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
初
出
時
の
一
三
「
刑
部
卿
俊
実
」
を
承
け
た
も

の
で
、
以
下
「
刑
部
卿
」
と
い
う
作
者
名
表
記
は
三
四
、
四
三
に
も
見
え
る
。
通
常

で
あ
れ
ば
こ
れ
ら
四
首
が
俊
実
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
歌
合
大
成
』
は
、
二
四
は

「
治
部
卿
」
の
誤
り
で
俊
実
作
、
そ
の
他
の
三
首
は
「
当
時
正
四
位
上
刑
部
卿
で
あ
っ

た
顕
仲
」
作
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
17
）。
同
歌
合
に
お
け
る
俊
実
の
出
詠
歌
の
認
定
に
は

問
題
が
残
る
が
、
堀
河
院
周
辺
で
和
歌
行
事
に
参
加
す
る
公
卿
の
一
人
と
し
て
俊
実

が
お
り
、
ま
た
同
歌
合
出
詠
歌
一
首
が
『
新
勅
撰
集
』
に
撰
歌
さ
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

他
の
歌
合
に
目
を
向
け
る
と
、
堀
河
院
艶
書
合
以
前
の
催
し
で
あ
る
次
の
二
歌
合

へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
。

寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
五
月
五
日
郁
芳
門
院
根
合
（『
歌
合
大
成
』
二
二
三
）

に
は
公
卿
方
人
と
し
て
列
し
た
。
以
下
、『
歌
合
大
成
』
を
参
照
し
つ
つ
述
べ
る
。

郁
芳
門
院
（
媞
子
内
親
王
）
は
白
河
上
皇
の
第
一
皇
女
で
堀
河
天
皇
の
准
母
で
も

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
堀
河
朝
の
廷
臣
や
内
親
王
時
代
及
び
女
院
宣
下
後
の
家
司
、
宮

司
、
院
司
ら
が
参
加
し
た
晴
儀
の
歌
合
で
あ
っ
た
。
菖
蒲
、
郭
公
、
五
月
雨
、
祝
、

恋
の
五
題
、
各
題
二
番
、
計
十
番
、
二
十
首
と
い
う
規
模
で
、
歌
人
は
、
雅
俊
、
匡

房
、
通
俊
、
顕
季
、
堀
河
、
安
芸
、
摂
津
、
周
防
内
侍
等
。『
袋
草
紙
』
は
判
者
源

顕
房
、
題
者
大
江
匡
房
、
撰
者
は
左
が
通
俊
、
右
が
匡
房
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

類
聚
歌
合
二
十
巻
本
の
断
簡
八
葉
（
模
写
切
を
含
む
）
十
九
首
分
が
現
存
す
る
他
、

左
の
方
人
で
講
師
で
あ
っ
た
宗
忠
に
よ
る
『
中
右
記
』（
進
献
記
録
抄
纂
巻
十
所
収
、

『
大
日
本
史
料
』
三
ノ
二
に
よ
る
）
や
『
袋
草
紙
』、
同
書
が
引
用
す
る
『
江
記
』
逸

文
の
記
載
が
伝
わ
る
。
各
書
の
記
載
と
出
詠
歌
の
他
集
入
集
状
況
及
び
そ
の
詞
書
を

照
応
す
る
と
、
作
者
名
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
、
代
作
歌
が
相
当
数
含
ま
れ
、
作
者

名
の
表
示
に
混
乱
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

俊
実
の
作
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
二
十
巻
本
断
簡
の
五
番
、
顕
季
の
左
歌
（『
続

後
撰
集
』
入
集
）
に
番
わ
さ
れ
た
右
歌
一
八
「
思
ひ
あ
ま
り
さ
て
も
や
し
ば
し
慰
む

と
た
だ
な
ほ
ざ
り
に
頼
め
や
は
せ
ぬ
」
の
作
者
名
に
「
俊
実
」「
小
別
当
」
の
名
が

並
記
さ
れ
る
。
小
別
当
は
、『
中
右
記
』
が
列
記
す
る
女
房
方
人
の
右
方
の
一
人
で
、

「
是
院
中
之
栄
華
也
」
と
さ
れ
る
上
臈
女
房
に
含
ま
れ
る
。「
小
別
当
左
兵
衛
督

俊
実
女

」
と
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記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
俊
実
の
女
で
あ
ろ
う
。
同
歌
は
、『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
「
右
方

小
別
当
詠
実
右
大
臣
作
也
」
と
あ
り
、『
袋
草
紙
』
は
作
者
名
と
し
て
「
右
大
臣
」
と

記
し
、『
新
後
拾
遺
集
』
恋
二
・
一
〇
八
五
は
詞
書
「
郁
芳
門
院
根
合
に
、
恋
の
心

を
人
に
か
は
り
て
よ
み
侍
り
け
る
」、
作
者
名
「
六
条
右
大
臣
」
と
し
、
右
大
臣
顕

房
の
作
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
（
18
）。

二
十
巻
本
断
簡
の
作
者
名
表
記
だ
け
を
見
る
と
、
一
八
「
思
ひ
あ
ま
り
」
歌
は
俊

実
が
女
で
あ
る
小
別
当
の
代
作
を
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
他

三
首
（
一
〇
・
一
三
・
一
四
）
と
合
わ
せ
計
四
首
を
源
顕
房
の
代
作
と
す
る
花
上
和

広
氏
の
見
解
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
19
）。
た
だ
し
、
俊
実
は
同
歌
合
に
出
詠
し
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。『
袋
草
紙
』
撰
者
故
実
は
、『
江
記
』
逸
文
に
五
月
雨
題
詠
に
同

心
病
ゆ
え
に
採
ら
れ
な
か
っ
た
俊
実
の
秀
歌
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

寛
治
根ね

あ

合は
せ

は
、
右
の
撰
者
は
匡
房
卿
な
り
。
件く

だ
んの
記
に
云
は
く
、「
大
理
俊と
し

実ざ
ね

の
歌
の
中
、
五
月
雨
の
歌
頗
る
宜
し
。
た
だ
、「
水み

狎な

れ
棹ざ

を

」「
水
益ま

さ
る
」

等
は
、
も
し
病
と
な
る
か
。
仍
り
て
こ
れ
を
入
れ
ず
（
20
）。

「
大
理
」
は
検
非
違
使
の
別
当
の
唐
名
で
あ
る
。
俊
実
は
「
水
狎
れ
棹
」
と
「
水
益

さ
る
」
と
い
う
「
水
」
を
含
む
二
語
を
用
い
た
一
首
を
詠
じ
た
が
、
惜
し
く
も
選
に

漏
れ
た
。

ま
た
俊
実
は
、
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
八
月
二
十
八
日
鳥
羽
殿
前
栽
合
（『
歌

合
大
成
』
二
三
〇
）
に
も
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
白
河
上
皇
が
鳥
羽
殿
に
お
い
て

鍾
愛
の
皇
女
媞
子
内
親
王
の
た
め
に
催
し
た
前
栽
合
に
付
随
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
の
次
第
は
『
中
右
記
』
に
詳
し
く
『
袋
草
紙
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
に
も
記

事
が
あ
る
。
判
者
は
左
大
臣
俊
房
、
歌
人
は
女
院
大
弐
、
女
院
安
芸
、
宗
通
、
家
道
、

公
実
、
顕
季
、
行
宗
、
匡
房
、
顕
綱
等
で
、
歌
題
は
萩
、
女
郎
花
、
薄
、
荻
、
菊
の

五
題
各
二
番
計
十
番
で
あ
っ
た
。
そ
の
和
歌
は
廿
巻
本
類
聚
歌
合
巻
五
を
原
本
と
す

る
断
簡
七
葉
に
記
さ
れ
る
十
六
首
が
知
ら
れ
る
。

右
方
俊
実
の
和
歌
は
薄
題
で
顕
季
歌
と
番
わ
さ
れ
負
と
な
っ
て
い
る
一
首
の
み
が

伝
わ
る
。六

番

左
か
つ

修
理
大
夫
顕
季

九
秋
風
に
な
び
く
薄
と
知
り
な
が
ら
い
く
た
び
野
べ
に
立
ち
と
ま
る
ら
む

右

左
兵
衛
督
俊
実

一
〇
旅
人
の
ゆ
き
か
ふ
小
野
の
花
薄
い
か
な
る
か
た
に
な
び
く
な
る
ら
む

さ
ら
に
内
裏
、
仙
洞
と
か
か
わ
ら
な
い
催
事
へ
の
参
加
で
確
認
で
き
る
の
は
、
橋

本
不
美
男
『
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
―
堀
河
院
歌
壇
を
形
成
し
た
人
々
―
』（
武
蔵

野
書
院

一
九
六
六
年
）
が
指
摘
す
る
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
五
月
二
十
六
日
開

催
の
左
近
権
中
将
俊
忠
朝
臣
家
歌
合
（『
歌
合
大
成
』
二
四
九
）
へ
の
出
詠
で
あ
る
。

堀
河
天
皇
内
裏
歌
会
参
加
者
で
あ
っ
た
俊
忠
（
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
～
保
安
四

年
（
一
一
二
三
））
は
堀
河
院
艶
書
合
に
も
出
詠
す
る
。
俊
実
は
俊
忠
よ
り
三
十
歳

近
く
年
長
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
堀
河
天
皇
歌
壇
に
連
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同

歌
合
は
夏
の
八
題
と
祝
、
恋
各
一
題
か
ら
成
り
、
判
者
は
源
俊
頼
で
あ
っ
た
。
顕
綱
、

俊
頼
、
仲
実
、
基
俊
ら
が
出
詠
し
、『
金
葉
集
』『
詞
花
集
』『
千
載
集
』
に
十
一
首

入
集
す
る
。
俊
実
の
名
は
明
記
さ
れ
ず
、『
歌
合
大
成
』
に
も
指
摘
が
な
い
が
、
当

時
の
治
部
卿
は
俊
実
で
あ
り
、「
治
部
卿
」
と
あ
る
九
番
左
歌
が
俊
実
の
作
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
番
い
の
み
判
詞
が
な
い
。

九
番

照
射

左

治
部
卿

一
七
と
も
し
す
る
お
の
が
ひ
か
り
は
な
に
な
れ
や
ほ
ぐ
し
に
ひ
と
り
か
く
れ
が
ほ
な
る

右
か
つ

讃
岐
入
道
（
顕
綱
）
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一
八
さ
月
や
み
し
げ
き
は
山
に
た
つ
し
か
も
と
も
し
に
の
み
や
ひ
と
に
し
ら
る
る

以
上
、
俊
実
は
武
官
と
し
て
そ
の
官
途
を
歩
む
が
、
一
方
で
和
歌
を
詠
む
こ
と
が

宮
廷
生
活
の
一
部
で
あ
っ
た
当
時
の
公
卿
ら
し
く
和
歌
も
詠
じ
た
。
古
記
録
で
は
個

別
の
列
座
詠
進
の
有
無
ま
で
は
不
明
な
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
そ
も
そ
も
当
座
の
内
々

の
和
歌
御
会
等
は
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
に
掲
げ
た
も
の
が
そ
の
す
べ

て
で
は
な
い
。
顕
房
の
一
族
と
し
て
堀
河
天
皇
近
臣
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
俊
実

は
、
多
作
で
は
な
い
も
の
の
、
俊
頼
や
顕
季
、
俊
忠
ら
の
活
躍
し
た
時
代
に
、
彼
ら

と
と
も
に
和
歌
の
座
に
列
し
、「
和
歌
を
好
む
」
と
さ
れ
る
に
足
る
人
物
で
あ
っ
た
。

三
さ
て
、
本
節
以
降
は
当
該
本
文
を
前
半
と
後
半
に
二
分
し
、
考
証
し
て
い
き
た
い
。

前
半
は
、「
お
も
ひ
や
れ
」
歌
と
「
た
え
だ
え
に
」
歌
の
一
組
の
贈
答
歌
か
ら
成
る
。

「
た
え
だ
え
に
」
歌
は
、
前
節
に
集
成
し
た
俊
実
作
の
和
歌
に
加
え
る
べ
き
一
首
で

あ
る
。「
お
も
ひ
や
れ
」
歌
は
前
述
の
通
り
『
後
拾
遺
集
』
雑
三
巻
軸
歌
で
、
そ
の

作
者
は
上
東
門
院
中
将
（
生
没
年
未
詳
）
で
あ
る
。
詞
書
と
と
も
に
左
に
記
す
。

長
楽
寺
に
す
み
は
べ
り
け
る
こ
ろ
人
の
な
に
ご
と
か
と
い
ひ
て
は
べ

り
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る

上
東
門
院
中
将

一
〇
四
〇
お
も
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
山
ざ
と
の
か
け
ひ
の
み
づ
の
こ
こ
ろ
ぼ
そ
さ
を

上
東
門
院
中
将
に
つ
い
て
は
、
顕
昭
『
後
拾
遺
抄
注
』（
三
四
四
歌
注
）
に
「
上

東
門
院
中
将
ト
イ
フ
ハ
道
雅
三
位
の
ム
ス
メ
ナ
リ
長
楽
寺
ニ
テ
ヨ
メ
ル
歌
也
ソ
ノ
所

ニ
テ
詠
歌
此
集
三
首
イ
レ
リ
此
人
ヲ
ハ
長
楽
寺
中
将
ト
ナ
ム
イ
ヒ
ケ
ル
」、『
後
拾
遺

集
』
陽
明
文
庫
本
勘
物
に
「
道
雅
卿
女
、
母
山
城
守
正
五
位
下
宣
孝
女
。
同
院
女
房
。

号
小
将
尼
」
と
あ
り
、『
中
古
三
十
六
人
歌
仙
伝
』
に
も
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
よ

り
「
長
楽
寺
中
将
」「
少
将
尼
」
と
称
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
人
物
考
証
に
、
井
上

宗
雄
『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究

増
補
版
』（
笠
間
書
院

一
九
八
八
年
）
第
一

章
二
「
左
京
大
夫
道
雅
」、
千
葉
義
孝
『
後
拾
遺
時
代
歌
人
の
研
究
』（
勉
誠
社

平

成
三
年
）
が
あ
る
。『
栄
花
物
語
』「
殿
上
の
花
見
」
の
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の

上
東
門
院
の
石
清
水
、
住
吉
詣
で
に
名
を
連
ね
、
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
六
条
斎

院
歌
合
に
見
え
る
道
雅
三
位
女
は
同
一
人
物
か
と
も
さ
れ
る
が
、『
家
経
集
』
か
ら

想
定
さ
れ
る
年
齢
と
は
齟
齬
す
る
こ
と
を
千
葉
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。
道
雅
の
生
年

は
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
で
、
そ
の
女
と
す
れ
ば
俊
実
よ
り
は
年
長
で
あ
ろ
う
が
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。

上
東
門
院
中
将
の
和
歌
は
『
後
拾
遺
集
』
に
五
首
入
る
が
五
首
中
四
首
の
詞
書
に

東
山
長
楽
寺
に
住
ま
う
者
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
上
東
門
院
中
将
歌
の
詞
書

は
、
長
楽
寺
に
隠
棲
す
る
尼
の
作
と
し
て
撰
集
時
に
統
一
的
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
特
に
当
該
歌
と
和
歌
、
詞
書
中
に
類
似
す
る
表
現
を
も
つ
春
上
の
次
の
一
首

は
、『
経
衡
集
』
に
も
入
る
こ
と
か
ら
議
論
が
あ
る
（
21
）。

長
楽
寺
に
す
み
は
べ
り
け
る
こ
ろ
二
月
ば
か
り
に
人
の
も
と
に
い
ひ
つ
か

は
し
け
る

上
東
門
院
中
将

六
六
お
も
ひ
や
れ
か
す
み
こ
め
た
る
山
ざ
と
の
は
な
ま
つ
ほ
ど
の
は
る
の
つ
れ
づ
れ

ま
た
藤
原
範
兼
に
よ
る
『
後
六
々
撰
』
に
は
、「
上
東
門
院
中
将
三
首
」
と
し
て
、

『
後
拾
遺
集
』
秋
下
三
四
四
に
詞
書
「
長
楽
寺
に
す
み
は
べ
り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と

よ
り
こ
の
ご
ろ
な
に
ご
と
か
と
と
ひ
て
は
べ
り
け
れ
ば
よ
め
る
」
で
入
る
一
首
を
含

む
次
の
三
首
が
入
る
。

上
東
門
院
中
将
三
首

一
二
八
思
ひ
や
れ
霞
こ
め
た
る
山
里
の
花
ま
つ
ほ
ど
の
春
の
つ
れ
づ
れ
（『
後
拾
遺
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集
』
春
上

六
六
）

一
二
九
此
頃
は
木
木
の
こ
ず
ゑ
も
紅
葉
し
て
鹿
こ
そ
は
な
け
秋
の
山
ざ
と
（
同
集
秋

下

三
四
四
）

一
三
〇
お
も
ひ
や
れ
と
ふ
人
も
な
き
や
ま
里
の
か
け
ひ
の
水
の
心
ぼ
そ
さ
を
（
同
集

雑
三

一
〇
四
〇
）

藤
本
一
恵
『
後
拾
遺
和
歌
集
全
釈
』
下
巻
（
風
間
書
房

一
九
九
三
年
）
は
『
後
拾

遺
集
』
秋
下
三
四
四
項
で
「
こ
れ
と
連
作
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
撰
者
は
、
一

〇
四
一
番
（
当
該
歌
の
こ
と
…
稿
者
注
）
を
無
季
と
み
て
、「
雑
」
に
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
」
と
指
摘
す
る
。

当
該
本
文
は
『
後
拾
遺
集
』
と
は
異
な
る
詠
作
事
情
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
る
。
忘
れ
ら
れ
た
女
が
か
つ
て
の
恋
人
で
あ
る
少
将
に
送
っ
た
和
歌
は
、「
文

違
へ
」
に
よ
っ
て
意
図
し
た
相
手
で
は
な
く
間
違
え
て
俊
実
に
届
い
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。「
ふ
み
た
が
へ
」
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
五
帖
の
標
目
に
も
あ
る
よ
う

に
、
道
を
間
違
え
る
「
踏
み
違
ふ
」
の
意
で
も
用
い
ら
れ
る
が
、「
踏
み
違
ふ
」
を

掛
詞
に
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
恋
文
の
誤
配
を
指
す
例
が
あ
る
。『
定
頼
集
』
に
は

あ
る
人
の
も
と
に
や
れ
る
ふ
み
を
、
と
り
た
が
へ
て
、
か
れ
に
し
人
の
も

と
に
や
り
た
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
お
こ
せ
た
り
し
に

一
三
わ
す
ら
れ
ぬ
し
た
の
心
や
し
る
べ
に
て
君
が
宿
に
は
ふ
み
た
が
へ
け
ん

と
あ
り
、『
伊
勢
大
輔
集
』
に
は

む
す
め
の
も
と
に
く
る
人
の
、
ほ
か
に
や
り
け
る
ふ
み
を
も
て
た
が
ひ

た
り
し
に
、
そ
へ
て
や
り
し

一
五
〇
な
ど
て
人
う
き
た
る
く
も
の
か
け
は
し
に
ふ
み
た
が
ふ
な
と
を
し
へ
ざ
り
け
ん

ま
た
『
経
衡
集
』
に
は

と
き
ど
き
も
の
な
ど
い
ふ
ひ
と
に
、
ひ
さ
し
う
お
と
せ
で
ふ
み
や
り
た

る
に
、
こ
こ
に
は
よ
も
あ
ら
じ
と
て
か
へ
し
た
り
け
れ
ば

一
五
三
い
に
し
へ
も
こ
え
み
て
し
か
ば
あ
ふ
さ
か
は
ふ
み
た
が
ふ
べ
き
や
ま
の
み
ち

か
は

と
あ
る
。

「
艶
な
る
紙
に
を
か
し
げ
な
る
手
に
て
」
書
か
れ
た
和
歌
を
受
け
取
っ
た
少
将
俊

実
は
、
考
え
を
巡
ら
せ
て
も
送
り
手
に
心
当
た
り
は
な
か
っ
た
。
が
、
当
て
推
量
で

「
あ
の
男
と
途
絶
え
が
ち
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
聞
く
の
で
、
谷
の
細
い
水
を
流
す
よ

う
に
私
が
思
い
を
か
け
る
こ
と
で
す
」
と
「
女
」
に
詠
み
か
け
た
。「
た
だ
に
あ
ら

む
や
は
と
て
」
と
い
う
挿
入
句
が
、
機
を
と
ら
え
て
女
に
和
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と

が
で
き
る
俊
実
像
を
創
出
す
る
。
思
い
も
寄
ら
ぬ
相
手
で
あ
る
俊
実
か
ら
の
返
歌
を

受
け
取
っ
た
女
は
、「
文
違
へ
」
と
い
う
想
定
外
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
が
、
懸
想
す
る
か
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
で
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
俊
実
の
和
歌

に
決
し
て
悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
該
当
す
る
時
期
に
少
将
に
任

じ
ら
れ
た
者
は
多
く
お
り
、
女
の
真
の
恋
の
相
手
の
少
将
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
。本

来
の
詠
作
事
情
が
か
つ
て
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
特
定
の
少
将
へ
贈
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
恋
歌
が
、「
長
楽
寺
の
尼
」
ら
し
い
無
常
を
詠
む
述
懐
歌
と

し
て
『
後
拾
遺
集
』
雑
三
末
尾
に
配
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

当
該
本
文
に
よ
れ
ば
「
お
も
ひ
や
れ
」
歌
は
特
定
人
物
を
念
頭
に
置
い
て
詠
ま
れ

た
恋
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、『
後
拾
遺
集
』
で
は
恋
歌
で
は
な
く
雑
歌
と
し
て
配
さ

れ
、
安
否
を
尋
ね
る
人
に
対
し
て
長
楽
寺
に
住
ま
う
上
東
門
院
中
将
が
山
里
で
の
心

細
い
想
い
を
返
し
た
和
歌
と
し
て
読
解
さ
れ
る
。
直
前
の
一
〇
三
九
歌
が
律
師
朝
範

【T：】Edianserver/ 神戸女学院 /論集 /第68巻第⚒号 /藏中さやか ⚔ 校

11



の
山
籠
も
り
の
生
活
の
厳
し
さ
を
内
包
す
る
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
出
家
者
と

し
て
生
き
る
者
の
心
情
を
詠
む
和
歌
を
配
列
し
た
も
の
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

実
川
恵
子
氏
は
「「
無
常
」
の
歌
を
収
集
」
し
、
特
に
後
半
に
「
出
家
や
隠
棲
な
ど

を
題
材
に
し
た
歌
が
中
心
に
集
め
」
ら
れ
た
雑
三
の
巻
軸
歌
で
あ
る
当
該
歌
に
対
し

て
「
訪
ね
る
人
も
い
な
い
山
里
に
住
む
作
者
の
頼
り
な
い
心
ぼ
そ
さ
を
、
筧
の
上
に

流
れ
る
水
の
音
に
託
し
て
詠
じ
た
歌
で
、
詞
書
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
長
楽
寺
の
近
辺

の
山
里
の
わ
び
し
げ
な
情
景
と
、
作
者
の
や
る
せ
な
い
心
情
を
一
首
中
に
盛
り
込
ん

で
い
る
」
と
述
べ
る
（
22
）。
断
定
は
で
き
な
い
が
、「
無
常
」
を
主
題
と
す
る
歌
を
わ
ざ

わ
ざ
恋
歌
と
し
て
歌
語
り
を
創
作
す
る
作
為
よ
り
、
本
来
、
恋
歌
で
あ
っ
た
も
の
が
、

上
東
門
院
中
将
歌
の
詞
書
を
統
一
的
に
整
え
る
『
後
拾
遺
集
』
撰
集
作
業
過
程
で
本

来
の
詠
作
事
情
と
切
り
離
さ
れ
雑
歌
と
し
て
配
さ
れ
た
、
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
別
の
女
が
、
後
に
『
後
拾
遺
集
』
に
入
集
し
た
上
東

門
院
中
将
歌
を
用
い
て
「
あ
る
少
将
」
に
文
を
遣
わ
し
た
と
考
え
る
よ
り
、
当
該
本

文
「
お
も
ひ
や
れ
」
歌
の
作
者
で
あ
る
「
女
」
は
上
東
門
院
中
将
で
あ
っ
た
と
考
え

た
い
。

さ
て
『
詞
花
集
』
恋
下
に
は
こ
の
上
東
門
院
中
将
歌
に
よ
る
か
と
指
摘
さ
れ
る
（
23
）

を
と
こ
の
た
え
だ
え
に
な
り
け
る
こ
ろ
、
い
か
が
と
と
ひ
た
る
人
の
返

事
に
よ
め
る

高
階
章
行
朝
臣
女

二
五
八
お
も
ひ
や
れ
か
け
ひ
の
み
づ
の
た
え
だ
え
に
な
り
ゆ
く
ほ
ど
の
こ
こ
ろ
ぼ
そ

さ
を

が
あ
る
。
上
東
門
院
中
将
歌
を
「
本
と
し
、
山
里
の
寂
し
さ
を
恋
人
の
訪
れ
が
稀
な

恋
の
思
い
に
転
じ
た
（
24
）」
と
も
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
顕
昭
『
詞
花
集
注
』
に

「
同
心
歟
」
と
あ
る
（
25
）こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
歌
は
『
後
葉
集
』
三

九
一
に
も
詞
書
「
を
と
こ
の
た
え
だ
え
に
な
り
け
る
こ
ろ
、
い
か
が
と
と
ひ
た
る
人

の
か
へ
り
ご
と
に
」、
作
者
「
高
階
あ
き
ゆ
き
娘
」
で
採
ら
れ
る
。

高
階
章
行
朝
臣
女
の
和
歌
は
『
後
拾
遺
集
』『
詞
花
集
』
に
各
一
首
入
集
し
、『
後

拾
遺
集
』
恋
二
・
六
九
二
の
詞
書
に
は
「
兼
仲
朝
臣
の
住
み
侍
り
け
る
時
、
忍
び
た

る
人
か
ず
か
ず
に
逢
ふ
こ
と
か
た
く
侍
り
け
れ
ば
よ
め
る
」
と
あ
る
。
兼
仲
は
従
四

位
下
相
模
守
、
藤
原
兼
房
男
で
、
応
徳
二
年
（
一
〇
八
五
）
五
月
二
十
一
日
卒
で
あ

り
、
二
五
八
歌
の
「
を
と
こ
」
が
兼
仲
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
が
二
人
の
関
係
の
下
限

に
は
な
る
。

『
後
拾
遺
集
』
で
は
な
く
、
贈
答
歌
で
あ
る
当
該
本
文
に
よ
っ
て
上
東
門
院
中
将

歌
を
解
釈
す
る
立
場
で
章
行
女
歌
と
見
比
べ
る
と
、
と
も
に
男
の
訪
れ
が
途
絶
え
が

ち
な
状
況
の
中
で
詠
じ
ら
れ
、
章
行
女
歌
は
俊
実
歌
の
初
二
句
を
も
含
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
顕
昭
の
「
同
心
歟
」
と
い
う
指
摘
は
、
上
東
門
院
中
将
歌
が
元
は
恋

歌
で
あ
っ
た
と
い
う
理
解
に
よ
っ
て
い
た
の
か
と
も
思
え
る
。『
詞
花
集
』
撰
者
の

時
代
か
ら
顕
昭
の
活
躍
し
た
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
一
一
〇
〇
年
代
後
半
に
は
、
当
該
本

文
の
伝
え
る
よ
う
に
上
東
門
院
中
将
歌
を
訪
れ
の
絶
え
た
男
に
対
し
て
送
っ
た
恋

歌
、
と
す
る
歌
語
り
が
流
通
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
の
違
い
は
、
上
東

門
院
中
将
は
忘
れ
ら
れ
た
状
況
を
詠
ん
だ
歌
を
恋
愛
相
手
の
男
に
送
り
（
実
際
は
誤

配
）、
男
の
来
訪
が
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
た
章
行
女
は
自
身
の
状
況
を
詠
ん
だ
歌
を

様
子
を
尋
ね
て
き
た
第
三
者
に
送
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
章
行
女
は
『
後
拾
遺

集
』
詞
書
の
示
す
山
里
の
寂
し
さ
を
詠
じ
た
上
東
門
院
中
将
歌
を
恋
の
思
い
に
転
じ

た
の
で
は
な
く
、
上
東
門
院
中
将
歌
を
恋
の
歌
と
知
り
当
該
本
文
の
歌
が
た
り
の
状

況
そ
の
も
の
を
踏
ま
え
て
自
身
の
心
を
詠
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
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な
お
、
長
楽
寺
に
実
際
に
筧
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
本
間
洋
一
氏
が
経
信
の
漢

詩
表
現
か
ら
指
摘
す
る
（
26
）。
実
景
を
詠
じ
た
和
歌
と
す
れ
ば
当
該
歌
の
詠
ま
れ
た
場
所

は
長
楽
寺
と
特
定
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
か
け
ひ
の
水
」
を
心
細

さ
と
結
び
付
け
て
詠
む
こ
と
は
、『
堀
河
集
』
の

あ
り
あ
け

三
一
山
ざ
と
の
か
け
ひ
の
水
に
か
げ
み
え
て
こ
こ
ろ
ぼ
そ
き
は
有
あ
け
の
月

や
『
為
信
集
（
27
）』
の

山
家
夕
恋

二
七
七
お
も
へ
た
だ
か
け
ひ
の
水
の
お
と
づ
れ
も
ま
た
ぬ
夕
の
心
ぼ
そ
さ
を

に
も
見
え
る
よ
う
に
、
特
定
の
場
所
と
強
く
結
び
つ
く
こ
と
は
な
く
、
山
里
や
山
家

を
表
す
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
。
後
に
は
「
正
治
初
度
百
首
」
山
家
題
の

五
九
〇
柴
の
戸
に
心
ぼ
そ
く
も
も
り
く
る
は
か
け
ひ
の
水
と
月
日
な
り
け
り
（
通

親
）

八
九
〇
か
く
て
す
む
心
ぼ
そ
さ
を
人
と
は
ば
か
け
ひ
の
水
の
音
を
こ
た
へ
む
（
隆

房
）

等
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
。

四
続
い
て
後
半
の
馬
盗
人
が
主
役
と
な
る
歌
徳
説
話
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
出

来
事
は
俊
実
が
検
非
違
使
の
別
当
で
あ
っ
た
期
間
と
な
る
が
、
既
述
の
通
り
、
詳
細

な
時
節
の
特
定
は
難
し
い
。

平
安
時
代
、
馬
が
盗
ま
れ
る
こ
と
は
実
際
に
し
ば
し
ば
起
こ
っ
た
。
前
出
染
井
論

文
は
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
三
月
十
六
日
条
の
藤
原
公
季
の
厩
か
ら

馬
を
盗
ま
れ
る
事
件
や
、『
左
経
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
十
月
二
十
五
日
条

の
藤
原
頼
通
が
前
駈
の
馬
を
奪
わ
れ
た
事
件
等
の
例
を
指
摘
す
る
。
こ
の
他
、『
中

右
記
』
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
二
月
十
三
日
条
に
は
「
馬
盗
給
左
右
獄
了
、
又
疑

者
暫
可
令
候
之
由
仰
了
」
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
説
話
に
お
い
て
は
『
今
昔
物
語
集
』

巻
二
十
五
第
十
二
話
の
馬
盗
人
の
話
が
著
名
で
あ
る
し
、
同
作
品
の
巻
十
三
第
二
十

話
に
は
盗
ま
れ
た
馬
を
借
り
た
が
た
め
に
盗
人
と
さ
れ
る
が
普
賢
菩
薩
の
霊
験
に
よ

り
救
わ
れ
る
僧
の
話
も
あ
る
。

こ
れ
ら
盗
人
に
対
し
た
検
非
違
使
の
働
き
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
検
非
違
使

の
別
当
で
あ
っ
た
藤
原
宗
忠
の
日
記
『
中
右
記
』
等
、
多
数
の
古
記
録
か
ら
追
補
記

録
を
集
成
し
論
じ
る
前
出
染
井
論
文
は
、
衛
門
府
を
兼
任
す
る
検
非
違
使
官
人
の
活

躍
等
を
示
し
、「
検
非
違
使
庁
（
或
い
は
別
当
宅
）
に
被
害
者
・
加
害
者
を
呼
び
出

し
て
訊
問
し
」「
承
伏
す
る
と
量
刑
が
確
定
す
る
」
こ
と
や
「
検
非
違
使
が
連
行
さ

れ
て
く
る
犯
人
を
受
け
取
る
こ
と
も
多
」
か
っ
た
こ
と
、
検
非
違
使
の
別
当
宅
で
盗

人
の
拘
禁
、
取
り
調
べ
が
行
わ
れ
た
こ
と
等
を
明
ら
か
に
す
る
。
当
該
本
文
で
は
別

当
が
盗
人
を
捕
縛
し
処
刑
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
検
非
違
使
の
日
常
職
務
の
一

齣
を
記
し
た
も
の
と
な
る
。
俊
実
の
実
務
例
に
つ
い
て
は
「
一
」
に
既
述
の
通
り
で

あ
る
。

さ
て
、
当
時
、
牛
は
牛
車
を
牽
く
動
物
と
し
て
、
馬
は
都
を
警
護
す
る
武
官
が
騎

乗
す
る
動
物
と
し
て
、
都
人
に
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
詠
む
和
歌
は
、

例
え
ば
『
古
今
和
歌
六
帖
』
第
二
に
次
の
よ
う
に
載
る
。

う
し

一
四
二
三
わ
が
の
り
し
こ
と
を
う
し
と
や
お
も
ひ
け
ん
草
葉
に
か
か
る
露
の
い
の
ち
を

一
四
二
四
あ
し
ひ
き
の
山
と
こ
と
ひ
の
う
し
な
れ
ば
お
も
し
ろ
く
こ
そ
け
ふ
は
ひ
き
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け
れ

む
ま

か
さ
の
か
な
む
ら

一
四
二
五
し
は
つ
山
い
は
さ
か
ば
か
り
わ
れ
の
れ
る
む
ま
ぞ
つ
ま
づ
く
家
こ
ひ
ぬ
ら
し

一
四
二
六
君
こ
ふ
と
い
ね
ぬ
あ
さ
け
に
た
が
の
れ
る
駒
の
あ
し
お
と
わ
れ
に
き
か
す
な

一
四
二
七
ま
せ
ご
し
に
む
ぎ
は
む
こ
ま
の
は
る
ば
る
に
お
よ
ば
ぬ
恋
も
わ
れ
は
す
る

か
な

一
四
二
八
わ
が
こ
ま
の
あ
し
が
き
は
や
き
雲
井
に
も
か
く
れ
ゆ
く
と
も
ま
た
ん
わ
ぎ

も
こ

こ
の
う
ち
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
一
四
二
三
歌
で
あ
る
。
同
歌
に
は
当
該
本
文
中

で
盗
人
が
用
い
た
「
草
葉
」「
露
の
命
」
と
い
う
表
現
が
含
ま
れ
る
。

同
歌
は
『
後
撰
集
』
入
集
歌
で
、
雑
二
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

人
の
牛
を
か
り
て
侍
り
け
る
に
、
し
に
侍
り
け
れ
ば
、
い
ひ
つ
か
は

し
け
る

閑
院
の
ご

一
一
三
〇
わ
が
の
り
し
事
を
う
し
と
や
き
え
に
け
ん
草
ば
に
か
か
る
露
の
命
は

ま
た
下
句
に
小
異
を
含
む
形
で
『
大
和
物
語
』
一
〇
九
段
に
短
い
章
段
と
し
て
見
え

る
。

同
じ
女
、
お
ほ
き
が
牛
を
借
り
て
、
又
の
ち
に
借
り
た
り
け
れ
ば
、「
た
て
ま

つ
り
た
り
し
牛
は
死
に
き
」
と
い
ひ
た
り
け
る
返
事
に

わ
が
乗
り
し
こ
と
を
う
し
と
や
消
え
に
け
む
草
に
か
か
れ
る
露
の
命
は

「
同
じ
女
」
は
前
段
一
〇
八
段
の
南
院
の
今
君
（
源
宗
于
女
）
を
指
し
、「
お
ほ
き
」

は
『
勅
撰
作
者
部
類
』
が
「
巨
城
」
と
す
る
「
源
巨
城
」
の
こ
と
か
と
さ
れ
る
。
牛

の
貸
し
借
り
を
巡
る
や
り
と
り
で
、
詠
作
主
体
で
あ
る
女
が
、
自
分
が
乗
っ
た
こ
と

を
辛
く
思
っ
て
牛
は
死
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
と
詠
む
。
命
の
は
か
な
さ
を
草
の
露
に

例
え
る
が
、
そ
の
草
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
牛
は
生
き
て
お
り
、
草
は
命
そ
の
も

の
を
支
え
る
糧
で
も
あ
っ
た
。

重
罪
ゆ
え
「
責
め
殺
さ
」
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
馬
盗
み
た
る
者
」
の
詠
ん
だ
歌

は
こ
の
歌
を
発
想
源
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
馬
盗
人
は
、
裁
か
れ
る
自
身
の
命
を

詠
ん
だ
和
歌
を
俊
実
の
耳
に
入
れ
る
こ
と
で
命
乞
い
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。「
馬
に
は
め
」
歌
の
歌
意
は
「
馬
に
喰
わ
せ
て
野
の
あ
た
り
の
草
葉
も
な
い
ら

し
い
。
わ
た
し
は
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
命
を
一
体
な
に
に
宿
そ
う
」
と
な
る
。

草
葉
に
か
か
る
露
に
命
を
比
喩
す
る
和
歌
は
多
く
、『
檜
垣
嫗
集
』
の

二
二
か
れ
ぬ
べ
き
く
さ
の
す
ゑ
と
も
し
ら
ず
し
て
つ
ゆ
の
い
の
ち
を
な
に
に
か
け
け
む

や
『
高
光
集
』
の

三
四
た
の
む
よ
か
月
の
ね
ず
み
の
さ
わ
ぐ
ま
の
く
さ
ば
に
か
か
る
つ
ゆ
の
い
の
ち
は

の
他
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
も

二
一
七
露
の
い
の
ち
草
の
は
に
こ
そ
か
か
れ
る
を
月
の
ね
ず
み
の
あ
わ
た
た
し
き
か
な

の
例
が
あ
り
、
発
想
は
新
奇
さ
を
欠
く
が
、
埋
葬
地
の
意
も
あ
る
「
野
辺
」
に
は
、

い
よ
い
よ
命
の
際
が
近
づ
い
て
い
る
切
迫
し
た
感
じ
が
こ
め
ら
れ
る
。「
は
め
」
は

下
二
段
活
用
「
は
む
」
と
解
さ
れ
る
。
用
例
は
少
な
い
が
、『
伊
勢
物
語
』
第
十
四

段
「
夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り
つ

る
」
に
見
え
る
。
こ
の
「
き
つ
」
を
「
狐
」
と
解
す
る
説
に
よ
れ
ば
、
同
語
は
食
べ

さ
せ
る
の
意
と
な
る
（
28
）。
馬
を
盗
ん
だ
罪
ゆ
え
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
自
分
は
、
一
縷
の

望
み
を
託
す
べ
き
草
葉
が
馬
に
飼
葉
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
て
そ
の
露
命
の
よ
る
べ

が
な
い
と
歌
で
訴
え
た
の
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
へ
の
執
着
の
念
が
形
と
な
っ
た
こ

の
一
首
を
、
盗
人
は
侍
男
を
「
か
ま
へ
て
呼
び
よ
せ
て
」
別
当
に
奉
ら
せ
た
。

盗
人
の
策
略
通
り
、
俊
実
は
、
盗
人
で
あ
り
な
が
ら
巧
み
な
一
首
を
詠
じ
た
歌
才
、
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和
歌
に
よ
っ
て
助
命
を
嘆
願
す
る
心
を
評
価
し
、
盗
人
を
「
許
し
」
た
の
で
あ
る
。

「
此
別
当
」
以
下
は
、
和
歌
を
好
む
別
当
相
手
に
一
策
を
講
じ
た
「
げ
」、
す
な
わ
ち

身
分
の
低
い
者
、
下
臈
の
策
略
が
実
っ
た
、
と
い
う
語
り
手
の
感
想
で
あ
る
。
命
を

長
ら
え
た
安
堵
感
よ
り
も
「
し
て
や
っ
た
り
」
と
い
う
思
い
に
溢
れ
る
盗
人
の
姿
が

浮
か
ぶ
、
秀
逸
な
終
局
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
源
俊
実
に
か
か
わ
る
和
歌
事
績
を
集
成
し
、『
恵
慶
集
』
の
一

本
に
僅
か
に
残
さ
れ
た
断
章
の
考
証
を
試
み
、
う
ち
『
後
拾
遺
集
』
入
集
歌
で
あ
る

一
首
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
る
詠
作
事
情
の
違
い
と
周
辺
の
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

歌
語
り
は
事
実
と
は
異
な
る
が
、
語
ら
れ
る
人
物
の
あ
る
一
面
を
伝
え
る
。
俊
実

は
右
大
臣
顕
房
近
く
に
位
置
す
る
公
卿
と
し
て
、
時
に
歌
作
の
場
に
連
な
り
和
歌
を

詠
じ
た
。
伝
存
す
る
和
歌
は
少
な
く
後
代
に
優
れ
た
歌
人
と
し
て
名
を
残
す
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
当
時
、
和
歌
の
優
劣
を
判
じ
る
よ
う
な
場
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
庶
民
、「
盗
人
」
が
「
和
歌
を
好
み
給
ふ
」
検
非
違
使
と
と
ら
え
得
る
人
物

で
あ
っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
当
該
の
一
三
行
分
が
最
初
に
『
恵
慶
集
』
末
尾
に
書
き
留
め
ら
れ
た
事
情

は
竄
入
で
あ
ろ
う
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
上
、
元
が
断
簡
だ
っ
た
の
か
、
書
物

だ
っ
た
の
か
等
の
書
誌
的
事
項
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
か
ら
、
詳
細
な
詠
作

事
情
を
歌
語
り
的
に
詞
書
に
記
す
私
撰
集
の
一
節
で
あ
っ
た
か
と
思
量
す
る
に
留
め

る
。

注（
1
）
拙
稿
「
岩
崎
美
隆
旧
蔵
私
家
集
の
検
討
―
関
西
大
学
岩
崎
美
隆
文
庫
本
『
恵
慶
集
』
を

起
点
と
し
て
―
」（『
関
西
大
学

国
文
学
』
第
一
〇
四
号

二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
2
）
川
村
晃
生
・
松
本
真
奈
美
『
恵
慶
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会

二
〇
〇
六
年
）。
百
首

の
末
尾
部
分
は
『
兼
輔
集
』
の
一
系
統
に
混
入
し
て
お
り
、
早
い
段
階
で
本
文
の
乱
れ
が

発
生
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
当
該
部
分
と
奥
書
が
一
続
き
で
、
別
書
か
ら
『
恵
慶
集
』
末
尾
に
付
載
さ
れ
た
、
と
い

う
推
論
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
4
）
『
恵
慶
集

本
文
と
研
究
』『
私
家
集
大
成
』
掲
載
本
文
で
は
「
つ
」
と
あ
る
が
、
本
文

実
見
に
よ
り
「
す
」
と
改
め
た
。

（
5
）
『
恵
慶
集

本
文
と
研
究
』
掲
載
本
文
に
は
「
む
」
な
し
。

（
6
）
奥
田
久
輝
『
新
古
今
集
作
者
考
』（
和
泉
書
院

一
九
九
六
年
。
初
出
は
「
右
府
顕
房

と
北
ノ
方
隆
子
―
新
古
今
集
作
者
考
」『
園
田
国
文
』
第
一
七
号

一
九
九
六
年
三
月
）

に
よ
る
。
以
下
の
本
稿
で
は
奥
田
著
書
と
称
す
る
。

（
7
）
市
川
久
編
『
近
衛
府
補
任
』
一
（
八
木
書
店

一
九
九
二
年
）
参
照
。

（
8
）
な
お
記
事
に
は
不
審
、
不
明
な
点
も
幾
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
寛
治
八
年
八
月
十
五
日

条
に
「
前
関
白
藤
原
師
実
ノ
高
陽
院
歌
合
二
参
ル
コ
ト
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
日
開
催

の
鳥
羽
殿
管
絃
和
歌
御
会
の
こ
と
を
指
す
か
。
た
だ
し
双
方
の
催
事
の
記
録
等
に
は
俊
実

の
名
は
明
示
さ
れ
な
い
。
ま
た
嘉
承
二
年
十
二
月
十
六
日
条
に
「
姉
ノ
仮
服
ノ
為
メ
出
仕

セ
ザ
ル
ニ
依
リ
、
早
ク
除
服
ス
ベ
キ
ヲ
蔵
人
頭
為
房
ヨ
リ
仰
セ
下
サ
ル
ヽ
コ
ト
」
と
あ
る

姉
は
隆
子
に
は
該
当
し
な
い
。

（
9
）
『
十
訓
抄
』『
古
今
著
聞
集
』『
発
心
集
』
に
も
載
る
。

（
10
）
小
峯
和
明
『
院
政
期
文
学
論
』（
笠
間
書
院

二
〇
〇
六
年
。
初
出
は
「
大
江
匡
房
の

高
麗
返
牒
―
述
作
と
自
讃
」『
中
世
文
学
研
究
』
第
七
号

一
九
八
一
年
八
月
）、
田
島
公

「
海
外
と
の
交
渉
」（
橋
本
義
彦
編
『
古
文
書
の
語
る
日
本
史
⚒
平
安
』
筑
摩
書
房

一
九

九
一
年
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
談

続
古
事
談
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
五
年
）

参
照
。

（
11
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
十
訓
抄
』（
小
学
館

一
九
九
九
年
）、
新
日
本
古
典
文
学

大
系
『
古
事
談

続
古
事
談
』（
岩
波
書
店

二
〇
〇
五
年
）
等
。
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（
12
）
次
節
で
述
ベ
る
通
り
、
こ
の
呼
称
は
『
金
葉
集
』
で
は
用
い
ら
れ
ず
『
千
載
集
』『
新

勅
撰
集
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。

（
13
）
花
上
和
広
「
源
顕
房
の
詠
歌
―
集
成
と
考
証
―
」（『
総
研
大
文
化
科
学
研
究
』
第
一
六

号

二
〇
二
〇
年
三
月
）
掲
載
の
顕
房
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
内
大
臣
以
上
の
公
卿
十
二
名
の

『
後
拾
遺
集
』
以
降
の
勅
撰
集
入
集
歌
数
状
況
表
に
よ
れ
ば
、
上
位
者
は
、
頼
宗
四
十
首
、

頼
通
・
師
実
十
六
首
、
顕
房
十
四
首
で
他
は
十
首
に
満
た
な
い
。
表
中
に
含
ま
れ
な
い
俊

実
は
三
首
で
歌
数
は
多
く
は
な
い
が
、
上
位
者
が
突
出
し
五
首
以
下
は
六
名
と
い
う
状
況

の
中
に
あ
っ
て
は
特
に
少
な
い
と
も
言
え
ま
い
。

（
14
）
奥
田
著
書
は
、
斎
宮
と
な
っ
た
郁
芳
門
院
を
訪
れ
た
伊
勢
滞
在
の
時
期
や
賢
子
が
崩
じ

た
応
徳
元
年
以
降
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。

（
15
）
橋
本
不
美
男
『
院
政
期
の
歌
壇
史
研
究
―
堀
河
院
歌
壇
を
形
成
し
た
人
々
―
』（
武
蔵

野
書
院

一
九
六
六
年
）
参
照
。
な
お
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
詞
花
和
歌
集

金
葉
和

歌
集
』（
岩
波
書
店

一
九
八
九
年
）
八
六
頁
脚
注
は
『
恵
慶
集
』
の
「
た
れ
と
か
は
池

の
こ
こ
ろ
も
お
も
ふ
ら
む
そ
こ
に
宿
れ
る
松
の
ち
と
せ
を
」
を
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
、
恵

慶
歌
と
の
発
想
の
類
似
を
指
摘
す
る
。

（
16
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』（
岩
波
書
店

一
九
六
五
年
）
は
「
神
垣
の
石
の
根

元
を
く
ぐ
っ
て
流
れ
る
岩
清
水
の
代
々
に
絶
え
な
い
よ
う
に
、
夜
毎
に
垣
を
く
ぐ
っ
て
通

う
私
の
心
は
、
幾
夜
経
っ
て
も
絶
え
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
よ
」、
和
歌
文
学
大

系
『
新
勅
撰
和
歌
集
』（
明
治
書
院

二
〇
〇
五
年
）
は
「
世
々
を
経
る
と
し
て
も
絶
え

る
ま
い
と
思
う
よ
。
石
清
水
の
神
垣
の
盤
石
の
岩
根
の
下
を
潜
る
水
の
よ
う
に
、
表
に
見

え
な
く
と
も
変
わ
ら
ず
に
あ
な
た
を
思
い
続
け
る
私
の
心
は
」
と
解
釈
す
る
。

（
17
）
前
出
注
（
16
）
同
『
歌
合
集
』
は
一
三
に
「
刑
部
卿
顕
仲
カ
」、
二
四
に
「
治
部
卿
俊

実
カ
」
と
注
記
す
る
が
、
三
四
、
四
三
に
は
注
記
が
な
い
。

（
18
）
『
和
歌
童
蒙
抄
』『
袋
草
紙
』『
新
後
拾
遺
集
』
の
初
句
は
い
ず
れ
も
「
思
ひ
か
ね
」。

（
19
）
前
出
注
（
13
）
同
論
文
参
照
。
奥
田
著
書
は
一
八
以
外
の
三
首
を
顕
房
代
作
歌
と
す
る
。

（
20
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』（
岩
波
書
店

一
九
九
五
年
）
一
九
七
頁
よ
り
引

用
。

（
21
）
例
え
ば
、
川
村
晃
生
校
注
『
和
泉
古
典
叢
書
⚕

後
拾
遺
和
歌
集
』（
和
泉
書
院

一

九
九
一
年
）
の
同
歌
補
注
は
「
経
衡
集
は
、
詞
書
、
作
者
名
を
持
た
ず
、
竄
入
か
（
藤
本

注
）。
上
野
氏
は
、
作
者
名
の
誤
脱
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
拾
遺
集
の
資
料
を
他
に
求

め
る
べ
き
か
と
さ
れ
る
。
決
し
難
い
」
と
す
る
。

（
22
）
『
後
拾
遺
和
歌
集

新
風
と
「
を
か
し
き
風
躰
」』（
武
蔵
野
書
院

二
〇
二
〇
年
）
一

九
頁
よ
り
引
用
。

（
23
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
詞
花
和
歌
集

金
葉
和
歌
集
』（
岩
波
書
店

一
九
八
九
年
）

二
九
八
頁
脚
注
等
参
照
。

（
24
）
和
歌
文
学
大
系
『
金
葉
和
歌
集
・
詞
花
和
歌
集
』（
明
治
書
院

二
〇
〇
六
年
）
一
九

九
頁
脚
注
よ
り
引
用
。
た
だ
し
、
上
東
門
院
中
将
と
高
階
章
行
朝
臣
女
は
い
ず
れ
も
生
没

年
未
詳
で
あ
り
、
上
東
門
院
中
将
歌
の
影
響
を
受
け
て
高
階
章
行
朝
臣
女
が
詠
じ
た
と
年

次
の
上
で
は
断
定
で
き
な
い
。

（
25
）
松
野
陽
一
校
注
『
和
泉
古
典
叢
書
⚗

詞
花
和
歌
集
』（
和
泉
書
院

一
九
八
八
年
）。

（
26
）
「
院
政
期
の
漢
詩
世
界
序
説
（
三
）
―
漢
詩
と
和
歌
と
―
」（『
北
陸
古
典
研
究
』
第
二

六
号

二
〇
一
一
年
十
一
月
）
参
照
。

（
27
）
同
集
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
瓦
井
裕
子
『
王
朝
和
歌
史
の
中
の
源
氏
物

語
』（
和
泉
書
院

二
〇
二
〇
年
。
初
出
は
「『
為
信
集
』
成
立
年
代
の
再
検
討
」（『
中
古

文
学
』
第
一
〇
四
号

二
〇
一
九
年
十
一
月
））
等
参
照
。

（
28
）
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
類
の
示
す
古
注
に
は
「
は
め
な
で
と
は
く
は
せ
ん
と
な
り
」（『
書

陵
部
本
和
歌
知
顕
集
』）、「
く
わ
せ
ば
や
と
い
ふ
な
り
」（『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』）、

「
は
め
は
食
の
字
也
」（『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』）、「
夜
モ
ア
ケ
バ
、
狐
ニ
ク
ハ
セ
ン
ト
云
リ
」

（『
惟
清
抄
』）
等
と
あ
る
。
ま
た
『
名
語
記
』
巻
六
「
キ
ツ
」
項
に
は
「
夜
モ
ア
ケ
ハ
キ

ツ
ネ
ニ
ク
ハ
セ
テ
ト
イ
ヘ
ル
ス
チ
ニ
テ
ハ
狐
也
」
と
あ
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
二
〇
二
一
年
度
神
戸
女
学
院
大
学
研
究
所
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
関
西
大
学
図
書
館
に
は
資
料
閲
覧
の
機
会
を
い
た
だ
き
、
本
文
掲
載

も
お
許
し
い
た
だ
い
た
。
特
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
原
稿
受
理
日

二
〇
二
一
年
九
月
四
日
）
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